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第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
実
現
し
ま

す
」
と
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
行
わ
れ
た
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
安
倍
総
理
は
、
「
同
一
労
働
同

一
賃
金
を
実
現
し
ま
す
」
と
表
明
し
た
。

こ
の
発
言
に
関
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
の
実
現
す
る
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
例
え
ば
、
同
種
の
職
種
で
あ
れ

ば
、
年
齢
、
性
別
、
雇
用
形
態
、
経
験
年
数
に
関
係
な
く
、
同
じ
賃
金
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
否
か
を
含
め
、
そ
の
定
義
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
が
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
実
現
を
め
ざ
す
理
由
は
何
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
実
現
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。


